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第二みちのく有料道路の全面通行止め規制について 

 

 第二みちのく有料道路では、料金所の渋滞緩和やキャッシュレス決済を目的として、ＥＴＣ

整備工事を実施いたします。 

 ＥＴＣ設備の導入に伴い、既存のロードヒーティング範囲を延長する改修工事を行うため、

料金所のレーンを閉鎖する必要があります。 

 このため、第二みちのく有料道路の「下田百石ＩＣ」から「三沢・十和田・下田ＩＣ」間に

おいて全面通行止め規制を行います。 

 利用者の皆様にはご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。 

 （本件通行止めについては、３月２２日付でお知らせしたところですが、通行止め実施を 

前に、改めてお知らせするものです。） 

 

１．全面通行止めについて 

（１）期間 

令和６年５月１４日（火）１０時から 

令和６年７月１２日（金）１５時まで（※終日通行止め） 

（２）区間 

  第二みちのく有料道路：「下田百石ＩＣ」から「三沢・十和田・下田ＩＣ」まで 

（３）迂回路 

  国道４５号、県道八戸野辺地線、県道三沢十和田線 

 

２．広報展開について 

   第二みちのく有料道路の全面通行止め規制を周知するため、各種広報にてお知らせして 

います。 

  ①周知チラシの配布 

   配布先：有料道路の各料金所、道の駅、レンタカー協会、県バス協会、 

県トラック協会、市町村役場等 

 ②周知看板の設置 

   設置場所：各ＩＣの出入り口 

（八戸北ＩＣ、下田百石ＩＣ、三沢・十和田・下田ＩＣ、六戸三沢ＩＣ） 

 ③道路公社ホームページ 

  （http://www.aodoko.or.jp/） 

  ④道路課 Ｘ （旧・ツイッター） 

 

３．ＥＴＣ整備について 

   今回実施するロードヒーティング改修工事に引き続き、ＥＴＣ設備工事を実施する予定

です。ＥＴＣの利用開始は、令和６年度末頃を目指しております。 

 

（ETC 工事や規制に関する問い合わせ先） 

 青森県道路公社 

総括主幹 平岡 学 

電話 017-777-7331 
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青森県道路公社 TEL.017‐777‐7331

第二みちのく有料道路では、料金所での渋滞緩和やキャッシュレス決済を目的として、

ETC整備工事を実施します。

ETC設備の導入に伴い、ロードヒーティングの改修工事を行うため、料金所レーンを閉鎖

する必要があります。そのため、以下の通り全面通行止めを実施します。

皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

期間：令和６年５月１４日（火）10時 ～

令和６年7月12日（金）15時まで （※終日通行止め）

区間：下田百石ＩＣ～三沢・十和田・下田ＩＣ

迂回路：国道45号、県道八戸野辺地線、県道三沢十和田線

【青森県道路課X（旧Twitter）】 【青森県道路公社ホームページ】

http://www.aodoko.or.jp

八戸方面

青森方面

三沢・十和田・下田IC

六戸JCT

第二みちのく終点

下田百石IC

迂回路

出典：地理院地図に道路情報を追記して掲載

第二みちのく有料道路
全面通行止めのお知らせ

ロードヒーティング改修工事
のイメージ


